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4 対象となる経営資源引継ぎについて 
本補助金は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が

国経済を活性化させる事業再編・事業統合等を促進するという観点から、以下、買い手支援型（又は、
「Ⅰ型」という。）、売り手支援型（又は、「Ⅱ型」という。）の二つの支援類型を対象とする。また、事
業の独創性、収益性、継続性等及び当該事業者の状況を勘案し、政策的に支援する必要が認められる
ものに限るものとする。 

 
（１） 買い手支援型（Ⅰ型） 

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者であり、
以下の全ての要件を満たすこと。 
・ 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うこと

が見込まれること。 
・ 事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引

する事業を行うことが見込まれること。 
（２） 売り手支援型（Ⅱ型） 

事業再編・事業統合等に伴い経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者で
あり、以下の要件を満たすこと。 
・ 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合

等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。 


